
01204_北海道旭川市_r8_1.xlsx

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS BB 

Ａ

Ｂ1

交付対象経費
（単位：千円）

国のR7補正予算分
（交付限度額①）
（推奨事業メニュー

分）
（単位：千円）

その他
（一般財源や補助対象

外経費等）
（単位：千円）

総事業費に係る
事務費

（単位：千円）

合計  841,721  694,747  694,747 146,974 

令和７年度第３回実施計画で食料品の物価高騰に対する
特別加算の配分を受けていない市区町村は、

食料品の特別加算に関する事業をNO1に入力してください。
複数の事業がある場合は、NO2以降に記載してください。

1  -  -

2 R7_補正 推奨事業 ○ ○

物価高騰により厳しい経営環境に直面しているバス事
業者へ支援を行うことにより、路線維持が困難になる懸
念を払拭するため。

○ 市内路線バス物価高騰対策支援事業
Ⅰ．生活の安全保障・物価

高への対応
○

⑩地域公共交通・物流や
地域観光業等に対する支

援
 41,000  41,000  41,000  -  -

①物価高騰の影響を大きく受けている市内路線バス等の安定した運行に
向け、運行事業者に対し運行継続に向けた支援を行う。
②市内路線バス等の運行経費の一部
③（令和7年度の地域キロ当たり標準経常費用336.09円）×[（令和6年度
の総走行キロ）×（市内キロ程÷系統キロ程）=4,600,000km]×（（令和7
年度の地域キロ当たり標準経常費用336.09円－令和6年度の地域キロ当
たり標準経常費用327.54円）÷ 令和6年度の地域キロ当たり標準経常費
用327.54円）≒41,000,000円
④バス事業者（道北バス，旭川電気軌道）

－ － － － R8.3 議決 R8.4 R8.5 R9.3
市内路線バス事業者の維持
2者

明記予定（HP) ホームページ
運輸交通・物流・観光事

業者
R8当初（地）

3 R7_補正 推奨事業 ○ ○
物価高騰の影響を受けている市民生活を守るため、バ
ス無料の日を実施するほか、イベント期間中にタクシー
利用券を配布し、消費下支えを行うため。

○ 路線バス及びタクシー利用促進事業
Ⅰ．生活の安全保障・物価

高への対応
○

④消費下支え等を通じた
生活者支援

 27,480  27,480  27,480  -  1,480

①物価高騰の影響を受けている市民生活を守るため、バス無料の日を実
施するほか、イベント期間中にタクシー利用券を配布し、消費下支えを行
う。
②③
・路線バス利用拡大促進事業
　対象路線の運賃相当額 12,000千円×2回=24,000千円、消印費・広告
費一式 930千円
・タクシー利用促進事業
　タクシー利用券 （500円×2枚）×2,000人=2,000千円、消印費・広告費
一式 550千円
④公共交通事業者（路線バス、法人タクシー、個人タクシー、福祉タクシー
等事業者）

－ － － ○ ○ R8.3 議決 R8.4 R8.8 R9.3
バス無料の日の利用者 65,000人
タクシー利用券の配布数 2,000人

明記予定（HP) ホームページ
運輸交通・物流・観光事

業者
R8当初（地）

4 R7_補正 推奨事業 ○ ○

物価高騰の影響を受けている宿泊・交通・飲食事業者
等を支援するため、国内の国際線拠点空港とを結ぶ路
線や国際定期路線の維持・拡充を図ることで、外国人
旅行者等による需要の取込を促す。

○ 旭川空港利用活性化促進事業
Ⅰ．生活の安全保障・物価

高への対応
○

⑩地域公共交通・物流や
地域観光業等に対する支

援
 9,000  9,000  9,000  -  -

①物価高騰の影響を受けている宿泊・交通・飲食事業者等を支援するた
め、国内の国際線拠点空港とを結ぶ路線や国際定期路線の維持・拡充を
図ることで、外国人旅行者等による需要の取込を促す。
②航空運送事業者や旅行事業者が行うマーケティング活動、商品造成等
の支援に係る経費
③
・国内マーケティング支援　2,000千円×1路線=2,000千円
・海外マーケティング支援　5,000千円×1路線=5,000千円
・商品造成支援　2.000千円×1路線=2,000千円
 計　9,000千円
④航空運送事業者、旅行事業者

－ － － － R8.3 議決 R8.4 R8.5 R9.3 旭川空港路線の拡大　1路線 明記予定（HP) ホームページ
運輸交通・物流・観光事

業者
R8当初（地）

5 R7_補正 推奨事業 ○ ○
物価高騰により、必要な設備・備品等の経費が上昇
し、社会福祉事業の継続に支障をきたしているため。

○ 社会福祉事業者物価高騰対策臨時支援事業
Ⅰ．生活の安全保障・物価

高への対応
○

⑦医療・介護・保育施設、
学校施設、公衆浴場等に
対する物価高騰対策支援

 15,000  15,000  15,000  -  -

①北海道の補助対象外の社会福祉事業者等に対して、物価上昇の影響
がある中でも円滑に事業を継続できるよう、施設の設備・備品等に要する
費用に補助を行う。
②③・補助基準額　施設及び設備の設置、改修など1件100千円以上
1,000千円以下
　　　　　　　　　 　備品の購入、修繕1件50千円以上500千円以下
　 ・補助率　　　　いずれも３／４以内
　 ・積算　　　　　750千円×13事業者＝9,750千円
　 　　　　　　　  　375千円×14事業者＝5,250千円　　　　　計15,000千円
④社会福祉法第2条に定める社会福祉事業を行う者など（高齢者施設、障
害者施設、保育所等）

－ － － － R8.3 議決 R8.4 R8.4 R9.3 事業者への支援　25事業者 明記予定（HP) ホームページ 介護施設等の整備費 R8当初（地）

6 R7_補正 推奨事業 ○ ○
子ども食堂等の子どもの居場所づくりの活動を行う団体
が、物価高騰の影響を受け、当該活動の継続に支障を
きたしているため

○ 子どもの居場所づくり物価高騰対策支援事業
Ⅰ．生活の安全保障・物価

高への対応
○

①食料品の物価高騰に対
する特別加算

③物価高騰に伴う子育て
世帯支援

 1,200  1,200  1,200  -  -

①物価高騰の影響を受ける市内の子ども食堂等の子どもの居場所づくり
を行う団体に対し、食料費等に係る経費を補助することで、実施団体の負
担軽減を図り、子どもの居場所づくり活動を支援する。
②補助金
③○食材費
【区分１】80,000円×6団体＝480,000円
【区分２】150,000円×3団体＝450,000円
【区分３】160,000円×1団体＝160,000円
○負担金（食品衛生責任者養成講習会受講料）
10,000円×11団体＝110,000円
④市内で子ども食堂等の子どもの居場所づくりを行う団体

－ － － － R8.3 議決 R8.4 R8.4 R9.3 団体への支援　11団体 明記予定（HP) ホームページ
保育所・幼稚園・認定こ

ども園等
R8当初（地）

7 R7_補正 推奨事業 ○ ○
人材不足の課題を抱える中小企業者等が、物価高騰
の影響により人材確保のための資金投入が難しくなっ
てきていることから、スポットワーク仲介サービスを利用
した際の利用料の補助を行い支援するため。

○ 地域企業人材確保支援事業
Ⅰ．生活の安全保障・物価

高への対応
○

⑥中小企業・小規模事業
者の賃上げ環境整備

 27,700  27,700  27,700  -  1,700

①労働力人口の減少や人件費、物価高騰等の影響により、人材不足の
課題を抱える市内企業に対応するため、デジタル技術を用いて短時間就
労等を内容とする雇用契約仲介事業サービスを利用する企業及び仲介
サービスにより短期雇用した者を正規雇用とした企業を支援することによ
り、企業における人材確保を図る。
②補助金　26,000千円、広告料　1,700千円
③補助上限額　200千円×120件（仲介サービス利用料補助）、200千円
×10名（正規雇用に伴う補助）
④市内の中小企業、個人事業主又は組合等

－ － － － R8.3 議決 R8.4 R8.5 R9.3
アンケートにおいて、「人材確保につながっ
た」と答えた事業者の割合が70%以上

明記予定（HP) ホームページ 対象分野に関連しない R8当初（地）

8 R7_補正 推奨事業 ○ ○
物価高騰により厳しい経営環境に直面している中小企
業者等に対し、事業継続に必要な資金繰りを支援する
ため。

○ 中小企業振興資金融資事業（災害・景気対策融資）
Ⅰ．生活の安全保障・物価

高への対応
○

⑥中小企業・小規模事業
者の賃上げ環境整備

 72,354  5,314  5,314  67,040  -

①物価高騰等の影響を受ける中小企業者等に対し、金融の円滑化を通じ
た事業継続支援を行う。
②信用保証料補助金に充当（令和8年度融資実行分及び令和8.3月実行
分に対する信用保証料補助金分）
③　貸付金（預託金）　 67,040千円（対象外経費）
　　 信用保証料補助金　5,314千円（交付金充当）
④市内金融機関及び中小企業者等（※大企業は含まない）

－ － － － R8.3 議決 R8.4 R8.4 R9.3

・中小企業者等への資金繰り支援
・信用保証料補助金5,314千円
①（令和8年度新規融資見込額100,000千円
×保証料率1.15%×分割係数0.55×借入期
間84/12×補助率100%×保証付率100%×申
請率100%×上限範囲内率100%＝4,428千
円）
②（令和8.3月利用見込額20,000千円×保証
料率1.15%×分割係数0.55×借入期間84/12
×補助率100%×保証付率100%×申請率
100%×上限範囲内率100%＝886千円）

・貸付金（預託金）67,040千円
①（令和8年度新規融資見込額100,000千円
÷預託倍率1.79＝55,866千円）
②（令和8.3月利用見込額　　　20,000千円÷
預託倍率1.79＝11,174千円）

明記予定（HP) ホームページ 対象分野に関連しない R8当初（地）

9 R7_補正 推奨事業 ○ ○
物価高騰により厳しい経営環境に直面している食料品
製造業者に対し、収益性の高い新商品の開発又は商
品のリニューアルに係る経費を支援することで、持続的
な賃上げや労働生産性の向上の実現を図るため。

○ 旭川市特産品開発臨時支援事業
Ⅰ．生活の安全保障・物価

高への対応
○

⑥中小企業・小規模事業
者の賃上げ環境整備

 2,500  2,500  2,500  -  -

①物価高騰により厳しい経営環境に直面している食料品製造業者に対
し、収益性の高い新商品の開発又は商品のリニューアルを支援すること
で、域内外の消費拡大を促進させ、持続的な賃上げや労働生産性の向上
を実現させる。
②補助金（旭川市特産品開発支援補助金）
③補助率：4/5
　補助上限：500千円　（積算：500千円×5件＝2,500千円）
　補助対象経費：原材料費、機材費、外注加工費、人件費、委託費、関連
経費等

－ － － － R8.3 議決 R8.4 R8.4 R9.3
支援対象事業者：5社
支援による開発・リニューアル商品：5品

明記予定（HP) ホームページ
中小企業・小規模事業
者の賃上げ環境整備

伴奏支援の強化 R8当初（地）

10 R7_補正 推奨事業 ○ ○

物価高騰により厳しい経営環境に直面している中小企
業者等に対し、AI・DXの導入を支援することにより、経
費の削減等が見込まれ、持続的な賃上げや労働生産
性の向上の実現を図るため。

○ 中小企業AI等活用伴走臨時支援事業
Ⅰ．生活の安全保障・物価

高への対応
○

⑥中小企業・小規模事業
者の賃上げ環境整備

 50,000  50,000  50,000  -  8,800

①物価高騰により厳しい経営環境に直面している地域内の中小企業の
AI・DX活用を支援することで、業務効率化、生産性向上、経営体質の強化
を促進させ、持続的な賃上げや労働生産性の向上の実現させる。
②委託料
③-1：伴走支援経費900千円+技術支援費500千円+企画立案費800千円
+ガイドライン作成費800千円+事務費等800千円＝3,800千円
③-2：28,000千円（2,000千円×14件）+13,200千円（600千円×22件）+
事務費5,000千円＝46,200千円
④市内に本社を置く中小企業者等

－ － － － R8.3 議決 R8.4 R8.4 R9.3
・伴走支援　20者
・補助金交付　35者

明記予定（HP・事業チラシ） ホームページ
中小企業・小規模事業
者の賃上げ環境整備

伴奏支援の強化 R8当初（地）

11 R7_補正 推奨事業 ○ ○

原材料などの物価高騰の影響を十分に価格転嫁でき
ていない菓子業界に対し、新たな需要を喚起することを
目的としたスイーツイベントの開催を支援し、菓子や使
用される原料の消費拡大や、菓子産業の次世代継承
を図るため。

○ あさひかわ菓子博臨時開催支援事業
Ⅰ．生活の安全保障・物価

高への対応
○

⑩地域公共交通・物流や
地域観光業等に対する支

援
 3,000  3,000  3,000  -  -

①原材料などの物価高騰の影響を十分に価格に転嫁できていない菓子
業界に対し、菓子や使用される原料の消費拡大や、菓子産業の次世代継
承のため、新たな需要を喚起することを目的としたスイーツイベント開催を
支援する。
②補助金（あさひかわ菓子博開催支援費）
③設営、運営に係る事業費などの補助対象経費の10分の10（上限3,000
千円)
④北海道菓子工業組合　旭川支部

○ － － － R8.3 議決 R8.4 R8.4 R9.3 イベント来場者数：20,000人以上 明記済み（事業チラシ） ホームページ
運輸交通・物流・観光事

業者
R8当初（地）

12 R7_補正 推奨事業 ○ ○
物価高騰の影響を受けている市民の住宅に係る省エ
ネルギー化を推進することで、日常生活コストを低減さ
せ、物価高騰の影響を緩和できるため

○ 省エネルギー型住宅改修臨時補助金
Ⅰ．生活の安全保障・物価

高への対応
○

⑤省エネ家電等への買い
換え促進による生活者支

援
 5,000  5,000  5,000  -  -

①物価高騰の影響を受けている市民の住宅に係る省エネルギー化を推進
することで、日常生活コストを低減させ、物価高騰の影響を緩和する。
②③　補助金100千円×50件＝5,000千円
④新築後15年以上を経過する住宅、市税に滞納がない者

－ － － － R8.3 議決 R8.4 R8.4 R9.3 省エネルギー性能が向上した住宅50件 明記予定（HP) ホームページ 対象分野に関連しない R8当初（地）

13 R7_補正 推奨事業 ○ ○

エネルギー価格の高騰に伴い、町内会の街路灯光熱
費負担が増加することについて省エネ灯への更新を一
部補助し、町内会の街路灯光熱費負担を軽減する目
的の事業のため

○ 人や街にやさしいあかり環境推進事業
Ⅰ．生活の安全保障・物価

高への対応
○

⑨中小企業等に対するエ
ネルギー価格高騰対策支

援
 13,276  13,276  13,276  -  -

①エネルギー価格の高騰への対策として、街路灯を設置する町内会等の
団体に対して、LED灯などの省エネ灯を設置する費用の一部を補助し、省
エネ灯の普及促進を図るとともに、負担軽減を図る。
②LED灯などの省エネ灯の設置費用の一部を補助する。
③電柱添架　22千円×593灯＝13,046千円
　 新設柱　　 46千円×　 5灯＝　　230千円
④街路灯を設置する町内会等の団体

－ － － － R8.3 議決 R8.4 R8.4 R9.3 LED灯などの省エネ灯の設置598灯 明記予定（HP) ホームページ 特別高圧 R8当初（地）

14 R7_補正 推奨事業 ○ ○
光熱費等は高騰し続けており、施設維持に支障をきた
しているため

○ 交通安全施設光熱費高騰対策事業
Ⅰ．生活の安全保障・物価

高への対応
○

⑪推奨事業メニュー例より
も更に効果があると判断す

る地方単独事業

道路は全市民が必ず使用する施設であり、当該事業に
より光熱費高騰下においても、安全・安心な交通施設
環境の維持を図ることが可能となるため

 45,131  35,000  35,000  10,131  -

①光熱費高騰下において、道路照明灯及びロードヒーティング施設の安
定的・継続的な供給を確保する。
②光熱費価格高騰分（電気・ガス）
③R8当初予算分
　令和8年度支出見込額 - 令和2年度支出額
　330,328千円 - 285,197千円 = 45,131千円
④道路照明灯及びロードヒーティング施設を利用する市民

－ － － － R8.3 議決 R8.4 R8.4 R9.3 光熱費の負担減 45,131千円 明記予定（HP) ホームページ 対象分野に関連しない R8当初（地）

15 R7_補正 推奨事業 ○ ○
物価高騰により、学校給食費が値上がりするとともに、
小学生の保護者が、物価高騰の影響を受け、子育てに
かかる経済的負担が増えているため

○ 学校給食費物価高騰対応重点支援事業（小学校）
Ⅰ．生活の安全保障・物価

高への対応
○

①食料品の物価高騰に対
する特別加算

③物価高騰に伴う子育て
世帯支援

 199,313  199,313  199,313  -  -

①物価高騰の影響を受けている子育て世帯を支援するため、令和8年度
学校給食費のうち国の支援分を除いた分について、給食費を管理する学
校長から委任された旭川市学校給食物資共同購入委員会及び東旭川学
校給食運営委員会に支出し、市立小学校に通う児童の保護者負担軽減
を図る。
②補助金
③年間16,000円×対象児童数12,457人≒199,313千円
　※教職員等を除く
④市立小学校の児童とその保護者

－ － － － R8.3 議決 R8.4 R8.4 R9.3
市立小学校に通う児童12,457人のその保護
者に対して、児童1人当たり年間16,000円を
支援

明記予定（HP・事業チラシ） ホームページ 給食 R8当初（地）

16 R7_補正 推奨事業 ○ ○
物価高騰により、学校給食費が値上がりするとともに、
中学生の保護者が、物価高騰の影響を受け、子育てに
かかる経済的負担が増えているため

○ 学校給食費物価高騰対応重点支援事業（中学校）
Ⅰ．生活の安全保障・物価

高への対応
○

①食料品の物価高騰に対
する特別加算

③物価高騰に伴う子育て
世帯支援

 118,333  118,333  118,333  -  -

①物価高騰の影響を受けている子育て世帯を支援するため、物価高騰に
伴う給食費令和7年度及び令和8年度の各値上げ分について、学校給食
費を管理する学校長から委任された旭川市学校給食物資共同購入委員
会及び東旭川学校給食運営委員会に支出し、市立中学校に通う生徒の
保護者負担軽減を図る。
②補助金
③中１・中２：年間17,400円×対象生徒数4,554人≒79,239千円
　 中３：年間16,600円×対象生徒数2,355人≒39,094千円
　 合計118,333千円　　　※教職員等を除く
④市立中学校の生徒とその保護者

－ － － － R8.3 議決 R8.4 R8.4 R9.3

市立中学校に通う生徒のうち
・中学1年生・2年生4,554人とその保護者に
対して、生徒1人当たり年間17,400円を支援
・中学3年生2,355人とその保護者に対して、
生徒1人当たり年間16,600円を支援

明記予定（HP・事業チラシ） ホームページ 給食 R8当初（地）

17 R7_補正 推奨事業 ○ ○
光熱費等は高騰し続けており、施設維持に支障をきた
しているため

○ 学校施設光熱費高騰対策事業（小学校）
Ⅰ．生活の安全保障・物価

高への対応
○

⑪推奨事業メニュー例より
も更に効果があると判断す

る地方単独事業

小学校は直接住民の用に供する施設であり、当該事
業により光熱費高騰下においても小学校での児童の充
実した学習・生活環境の維持を図ることが可能となるた
め

 105,661  61,411  61,411  44,250  -

①市立小学校施設において、光熱費高騰の影響を緩和し、安心安全な学
校の運営を目的とする。
②光熱費（電気、ガス）
③R2とR8の単価の増分
　・電気：165,907千円－134,891千円 ＝31,016千円
　・ガス：201,471千円－126,826千円 ＝74,645千円
　合計105,661千円
　 ※その他は一般財源
④市立小学校施設50校の児童
　 ※併置校は小学校に含む。また、廃校は対象から除く。

－ － － － R8.3 議決 R8.4 R8.4 R9.3
光熱費の負担減
　小学校 105,661千円

明記予定（HP) ホームページ 公立学校施設 R8当初（地）

18 R7_補正 推奨事業 ○ ○
光熱費等は高騰し続けており、施設維持に支障をきた
しているため

○ 学校施設光熱費高騰対策事業（中学校）
Ⅰ．生活の安全保障・物価

高への対応
○

⑪推奨事業メニュー例より
も更に効果があると判断す

る地方単独事業

中学校は直接住民の用に供する施設であり、当該事
業により光熱費高騰下においても中学校での生徒の充
実した学習・生活環境の維持を図ることが可能となるた
め

 50,843  29,551  29,551  21,292  -

①市立中学校施設において、光熱費高騰の影響を緩和し、安心安全な学
校の運営を目的とする。
②光熱費（電気、ガス）
③R2とR8の単価の増分
　・電気：82,121千円－63,524千円 ＝ 18,597千円
　・ガス：82,612千円－50,366千円 ＝ 32,246千円
　合計50,843千円
　 ※その他は一般財源
④市立中学校施設23校の生徒
　 ※併置校は小学校に含む。また、廃校は対象から除く。

－ － － － R8.3 議決 R8.4 R8.4 R9.3
光熱費の負担減
　中学校 50,843千円

明記予定（HP) ホームページ 公立学校施設 R8当初（地）

19 R7_補正 推奨事業 ○ ○
小中学生の保護者が、物価高騰の影響を受け、子育
てにかかる経済的負担が増えているため

○ 子ども未来リユースバンク臨時事業
Ⅰ．生活の安全保障・物価

高への対応
○

③物価高騰に伴う子育て
世帯支援

 4,681  4,681  4,681  -  220

①物価高騰の影響を受けている子育て世帯を支援するため、小中学校で
必要となる学用品等についてリユースに取り組み、市内小中学校に通う
児童生徒の保護者負担軽減を図る。
②③報酬1,932千円、職員手当等742千円、共済費458千円、旅費51千
円（以上、会計年度任用職員に係る経費）、需用費1,278千円、委託料
220千円
④市内小中学校の児童生徒とその保護者

－ － － － R8.3 議決 R8.4 R8.4 R9.3

対象物品のリユース数
　・スキー用具　100組
　・制服　160着
　・ランドセル　２０台
　・鍵盤ハーモニカ　２０台

明記予定（HP・事業チラシ） ホームページ 学用品費・実験資材等 R8当初（地）

20 R7_補正 推奨事業 ○ ○
光熱費等は高騰し続けており、施設維持に支障をきた
しているため

○ 社会教育施設光熱費高騰対策事業
Ⅰ．生活の安全保障・物価

高への対応
○

⑪推奨事業メニュー例より
も更に効果があると判断す

る地方単独事業

社会教育施設は直接住民の用に供する施設であり、
当該事業により光熱費高騰下においても市民等の充
実した教育・文化活動の維持を図ることが可能となるた
め

 17,085  17,085  17,085  -  -

①社会教育施設（科学館、市民文化会館、大雪クリスタルホール）におい
て、光熱費高騰の影響を緩和し、安定した施設の運営を図ることを目的と
する。
②光熱費（電気）
③R2とR8の単価の増分
　・科学館：21,004千円－15,064千円 ＝5,940千円
　・市民文化会館：15,605千円－11,212千円 ＝4,393千円
　・大雪クリスタルホール：23,918千円－17,166千円 ＝6,752千円
　合計17,085千円
　 ※その他は一般財源
④科学館、市民文化会館、大雪クリスタルホールの利用者

－ － － － R8.3 議決 R8.4 R8.4 R9.3

光熱費の負担減
　・科学館5,940千円
　・市民文化会館4,393千円
　・大雪クリスタルホール6,752千円

明記予定（HP) ホームページ 特別高圧 R8当初（地）

21 R7_補正 推奨事業 ○ ○
光熱費等は高騰し続けており、施設維持に支障をきた
しているため

○ 旭川市立大学物価高騰対策事業
Ⅰ．生活の安全保障・物価

高への対応
○

⑪推奨事業メニュー例より
も更に効果があると判断す

る地方単独事業

大学は直接住民の用に供する施設であり、当該事業に
より物価高騰下においても学校経営の安定化につな
げ、学生が安全・安心に学べる環境を維持するととも
に、地域コミュニティの維持を図ることも可能となるため

 33,164  28,903  28,903  4,261  -

①物価高騰により光熱費や委託料が増加し、経営に大きな影響が生じて
いる市立大学を支援することにより、学校経営の安定化につなげる。
②電気料金・委託料の高騰分に対して補助
③Ｒ８年度運営費交付金見込額（電気料・委託料）-Ｒ５年度運営費交付
金額（電気料・委託料）
124,906千円 - 91,742千円 =33,164千円 ※その他は一般財源
④旭川市立大学の学生

－ － － － R8.3 議決 R8.4 R8.4 R9.3 運営費の負担減　33,164千円 明記予定（HP) ホームページ 公立学校施設 R8当初（地）

備考1
(重点支援地方交付
金の追加を踏まえた
各省庁の通知の発出
状況に定義されてい
る対象分野)

備考1のサブカテゴリー　※N～P列を記入している場合のみ

備考２

「農林水産・食品分野」
「中小企業・小規模事業
者の賃上げ環境整備」
における細分化項目

自治体での予
算区分

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果

②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）

④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効果があると
判断する地方単独事業」を選択した場合の、よ
り効果があると考える理由

交付対象事業の名称 経済対策等との関係 総事業費
（単位：千円）

C

支援開始
時期

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が
直接及ぶ

Ｎｏ

臨時の措置
であること
が分かる事
業名称とし
ている

国

の

予

算

年

度 事業終期基金
個人を対象
とした給付
金等

特定事業者
等支援

商品券等活
用事業

予算化時期物価高騰対策と整理する根拠・理由 推奨事業メニュー ※推奨事業メニュー①について、
②～④にも関連する場合は、N～P列に追加で選択してください。

予算化の
方法

Ｂ
※参考

(重点支援地方交付金の追加を踏まえた
各省庁の通知の発出状況に定義されている対象分野)

実施状況の公表等について
(HP、広報誌など）

商品券等活用
事業が事務連
絡等の留意事
項を踏まえた
制度設計と
なっているか
（具体的な対
応を検討中の
場合も含む）

成果目標（可能な限り定量的指標を設
定）

事業始期
国の重点支援地方交付金が活用されて

いる旨の明記


